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道路交通法 
発令    ：昭和35年6月25日法律第105号 
最終改正：令和6年6月21日号外法律第59号 
改正内容：令和4年6月17日号外法律第68号[令和7年6月1日] 
 

（運転免許） 
第八十四条 自動車及び一般原動機付自転車（以下「自動車等」という。）を運転しようとす

る者は、公安委員会の運転免許（以下「免許」という。）を受けなければならない。 
２ 免許は、第一種運転免許（以下「第一種免許」という。）、第二種運転免許（以下「第二

種免許」という。）及び仮運転免許（以下「仮免許」という。）に区分する。 
３ 第一種免許を分けて、大型自動車免許（以下「大型免許」という。）、中型自動車免許（以

下「中型免許」という。）、準中型自動車免許（以下「準中型免許」という。）、普通自動
車免許（以下「普通免許」という。）、大型特殊自動車免許（以下「大型特殊免許」という。）、
大型自動二輪車免許（以下「大型二輪免許」という。）、普通自動二輪車免許（以下「普通
二輪免許」という。）、小型特殊自動車免許（以下「小型特殊免許」という。）、原動機付
自転車免許（以下「原付免許」という。）及び牽（けん）引免許の十種類とする。 

４ 第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許（以下「大型第二種免許」という。）、中型
自動車第二種免許（以下「中型第二種免許」という。）、普通自動車第二種免許（以下「普
通第二種免許」という。）、大型特殊自動車第二種免許（以下「大型特殊第二種免許」とい
う。）及び牽（けん）引第二種免許の五種類とする。 

５ 仮免許を分けて、大型自動車仮免許（以下「大型仮免許」という。）、中型自動車仮免許
（以下「中型仮免許」という。）、準中型自動車仮免許（以下「準中型仮免許」という。）
及び普通自動車仮免許（以下「普通仮免許」という。）の四種類とする。 
（免許の欠格事由） 

第八十八条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第一種免許又は第二種免許を与え
ない。 
一 大型免許にあつては二十一歳（政令で定める者にあつては、十九歳）に、中型免許にあ

つては二十歳（政令で定める者にあつては、十九歳）に、準中型免許、普通免許、大型特
殊免許、大型二輪免許及び牽（けん）引免許にあつては十八歳に、普通二輪免許、小型特
殊免許及び原付免許にあつては十六歳に、それぞれ満たない者 

二 第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否（同項第三号又は第七号に該当するこ
とを理由とするものを除く。）をされた日から起算して同条第九項の規定により指定され
た期間を経過していない者若しくは免許を保留されている者若しくは同条第二項の規定
による免許の拒否をされた日から起算して同条第十項の規定により指定された期間を経
過していない者又は同条第五項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第
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九項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許の効力を停止されて
いる者若しくは同条第六項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第十項
の規定により指定された期間を経過していない者 

三 第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し（同条第一項（第四号を除
く。）に係るものに限る。）をされた日から起算して同条第七項の規定により指定された
期間（第百三条の二第一項の規定により免許の効力を停止された者が当該事案について免
許を取り消された場合にあつては、当該指定された期間から当該免許の効力が停止されて
いた期間を除いた期間。以下この号において同じ。）を経過していない者若しくは第百三
条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し（同条第四項の規定による免許の取消
しにあつては、同条第二項に係るものに限る。）をされた日から起算して同条第八項の規
定により指定された期間を経過していない者又は同条第一項若しくは第四項、第百三条の
二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項若しくは同条第五項において準用する
第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されている者 

四 第百七条の五第一項若しくは第二項、同条第九項において準用する第百三条第四項又は
第百七条の五第十項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転
を禁止されている者 

２ 大型仮免許にあつては二十一歳（政令で定める者にあつては、十九歳）に、中型仮免許に
あつては二十歳（政令で定める者にあつては、十九歳）に、準中型仮免許及び普通仮免許に
あつては十八歳に、それぞれ満たない者に対しては、仮免許を与えない。 

３ 免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。 
（免許の拒否等） 

第九十条 公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者（当該運転免許試験に係る
適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許に
あつては三月を経過していない者に限る。）に対し、免許を与えなければならない。ただし、
次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許（仮免許を除
く。以下この項から第十二項までにおいて同じ。）を与えず、又は六月を超えない範囲内に
おいて免許を保留することができる。 
一 次に掲げる病気にかかつている者 

イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの 
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの 
ハ イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病

気として政令で定めるもの 
一の二 介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第五条の二第一項に規定する認知症（第

百二条第一項及び第百三条第一項第一号の二において単に「認知症」という。）である者 
二 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 
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三 第八項の規定による命令に違反した者 
四 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の

規定に基づく処分に違反する行為（次項第一号から第四号までに規定する行為を除く。）
をした者 

五 自動車等の運転者を唆してこの法律の規定に違反する行為で重大なものとして政令で
定めるもの（以下この号において「重大違反」という。）をさせ、又は自動車等の運転者
が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為（以下「重大違反唆し等」とい
う。）をした者 

六 道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従つて用いることにより人を
死傷させる行為（以下「道路外致死傷」という。）で次項第五号に規定する行為以外のも
のをした者 

七 第百二条第一項から第四項までの規定による命令を受け、又は同条第六項の規定による
通知を受けた者 

２ 前項本文の規定にかかわらず、公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者について
は、政令で定める基準に従い、免許を与えないことができる。 
一 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものを

した者 
二 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

（平成二十五年法律第八十六号）第二条から第四条までの罪に当たる行為をした者 
三 自動車等の運転に関し第百十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号の違反行為をし

た者（前二号のいずれかに該当する者を除く。） 
四 自動車等の運転に関し第百十七条第一項又は第二項の違反行為をした者 
五 道路外致死傷で故意によるもの又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰

に関する法律第二条から第四条までの罪に当たるものをした者 
３ 第一項ただし書の規定は、同項第四号に該当する者が第百二条の二（第百七条の四の二に

おいて準用する場合を含む。第百八条の二第一項及び第百八条の三の二において同じ。）の
規定の適用を受ける者であるときは、その者が第百二条の二に規定する講習を受けないで同
条の期間を経過した後でなければ、適用しない。 

４ 公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許を拒否し、若しくは保留しようとすると
き又は第二項の規定により免許を拒否しようとするときは、当該運転免許試験に合格した者
に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知し
て、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。 

５ 公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第
一項第四号から第六号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める
基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効
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力を停止することができる。 
６ 公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第

二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その者の免許を取り消すことが
できる。 

７ 第三項の規定は第五項の規定による処分について、第四項の規定は前二項の規定による処
分について、それぞれ準用する。この場合において、第三項中「第一項ただし書」とあるの
は「第五項」と、「同項第四号」とあるのは「第一項第四号」と、第四項中「第一項ただし
書」とあるのは「次項」と、「第二項」とあるのは「第六項」と読み替えるものとする。 

８ 公安委員会は、第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することを理由として同項
ただし書の規定により免許を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分
の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受け、又は
公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべ
き旨を命ずることができる。 

９ 公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許の拒否（同項第三号又は第七号に該当す
ることを理由とするものを除く。）をし、又は第五項の規定により免許を取り消したときは、
政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けること
ができない期間を指定するものとする。 

１０ 公安委員会は、第二項の規定により免許の拒否をし、又は第六項の規定により免許を取
り消したときは、政令で定める基準に従い、十年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が
免許を受けることができない期間を指定するものとする。 

１１ 第五項の規定により免許を取り消され、若しくは免許の効力の停止を受けた時又は第六
項の規定により免許を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会
以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該
処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。 

１２ 公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許の保留（同項第四号から第六号までの
いずれかに該当することを理由とするものに限る。）をされ、又は第五項の規定により免許
の効力の停止を受けた者が第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を終了したときは、政令
で定める範囲内で、その者の免許の保留の期間又は効力の停止の期間を短縮することができ
る。 

１３ 公安委員会は、仮免許の運転免許試験に合格した者が第一項第一号から第二号までのい
ずれかに該当するときは、同項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、仮免許
を与えないことができる。 

１４ 第四項の規定は、前項の規定により仮免許を拒否しようとする場合について準用する。
この場合において、第四項中「第一項ただし書」とあるのは、「第十三項」と読み替えるも
のとする。 



 

 5/7 

（大型免許等を受けようとする者の義務） 
第九十条の二 次の各号に掲げる種類の免許を受けようとする者は、それぞれ当該各号に定め

る講習を受けなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定
める者は、この限りでない。 
一 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 第百八条の二第一項第四号及び第八号

に掲げる講習 
二 大型二輪免許又は普通二輪免許 第百八条の二第一項第五号及び第八号に掲げる講習 
三 原付免許 第百八条の二第一項第六号に掲げる講習 
四 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 第百八条の二第一項第七号及び

第八号に掲げる講習 
２ 公安委員会は、前項各号に掲げる種類の免許に係る運転免許試験に合格した者（同項ただ

し書の政令で定める者を除く。）がそれぞれ同項各号に定める講習を受けていないときは、
その者に対し、免許を与えないことができる。 
（受験資格） 

第九十六条 第八十八条第一項各号のいずれかに該当する者は第一種免許の運転免許試験を、
同条第二項に規定する者は仮免許の運転免許試験を受けることができない。 

２ 大型免許の運転免許試験を受けようとする者（政令で定める者を除く。）は、中型免許、
準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許
のいずれかを受けていた期間（当該免許の効力が停止されていた期間を除く。）が通算して
三年（政令で定める教習を修了した者にあつては、一年）以上の者でなければならない。 

３ 中型免許の運転免許試験を受けようとする者（政令で定める者を除く。）は、準中型免許、
普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを
受けていた期間（当該免許の効力が停止されていた期間を除く。）が通算して二年（政令で
定める教習を修了した者にあつては、一年）以上の者でなければならない。 

４ 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二
種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けている者でなければ、牽（けん）
引免許の運転免許試験を受けることができない。 

５ 第二種免許の運転免許試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けること
ができない。 
一 牽（けん）引第二種免許以外の第二種免許の運転免許試験については、二十一歳（政令

で定める教習を修了した者（第百四条の二の四第一項又は第二項の規定により特例取得免
許の取消しを受けた者その他の政令で定める者を除く。）にあつては、十九歳）以上の者
で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に
該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間（当該免許の効力が停止されて
いた期間を除く。）が通算して三年（政令で定める経験を有するものにあつては二年、政
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令で定める教習を修了したものにあつては一年）以上のもの 
二 牽（けん）引第二種免許の運転免許試験については、二十一歳（政令で定める教習を修

了した者（第百四条の二の四第一項又は第二項の規定により特例取得免許の取消しを受け
た者その他の政令で定める者を除く。）にあつては、十九歳）以上の者で、大型免許、中
型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許及び牽（けん）引免許を現に受けている
者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間（当該免許の効力が停止さ
れていた期間を除く。）が通算して三年（政令で定める経験を有するものにあつては二年、
政令で定める教習を修了したものにあつては一年）以上のもの 

三 その者が受けようとする第二種免許の種類と異なる種類の第二種免許を現に受けてい
る者 

６ 第二項から第四項まで及び前項各号に規定する免許を現に受けている者には、第九十条第
五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若し
くは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により当該免許の効力
が停止されている者及びこれに準ずるものとして政令で定める者を含まないものとする。 

第九十六条の二 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種
免許又は普通第二種免許の運転免許試験を受けようとする者（政令で定める者を除く。）は、
仮免許（大型免許又は大型第二種免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮
免許、中型免許又は中型第二種免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免
許又は中型仮免許、準中型免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許、
中型仮免許又は準中型仮免許）を現に受けている者に該当し、かつ、過去三月以内に五日以
上、内閣府令で定めるところにより道路において自動車の運転の練習をした者でなければな
らない。 

第九十六条の三 第九十条第一項ただし書若しくは第二項の規定による免許の拒否、同条第五
項若しくは第六項若しくは第百三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消
し又は第百七条の五第一項若しくは第二項の規定若しくは同条第九項において準用する第
百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けた者（第九十条
第一項第一号から第三号まで若しくは第七号、第百三条第一項第一号から第四号まで又は第
百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。第百
八条の二第一項第二号において「取消処分者等」という。）で、運転免許試験（仮免許の運
転免許試験を除く。次項において同じ。）を受けようとするものは、過去一年以内に第百八
条の二第一項第二号に掲げる講習（当該処分前に行われた講習を除く。）を終了した者でな
ければならない。ただし、当該処分を受けた後免許（仮免許を除く。）を受けたことがある
者は、この限りでない。 

２ 前項の規定は、免許が失効したため又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転
免許証を所持する者でなくなつたため、第九十条第五項若しくは第六項若しくは第百三条第
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一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は第百七条の五第一項若しくは第
二項の規定若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超え
る期間の自動車等の運転の禁止（第百三条第一項第一号から第四号まで又は第百七条の五第
一項第一号に該当することを理由とするものを除く。）を受けなかつた者（第百八条の二第
一項第二号において「準取消処分者等」という。）で、運転免許試験を受けようとするもの
について準用する。この場合において、前項中「当該処分前に行われた講習」とあるのは「当
該免許が失効する前又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者でなく
なる前に行われた講習」と、「当該処分を受けた後」とあるのは「当該免許が失効した後又
は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなつた後」と読み替える
ものとする。 
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道路交通法施行令 
発令    ：昭和35年10月11日政令第270号 
最終改正：令和7年6月20日号外政令第222号 
改正内容：令和7年6月20日号外政令第222号[令和7年6月20日] 
 

（十九歳から大型免許等を受けることができる者） 
第三十二条の七 法第八十八条第一項第一号の十九歳から大型自動車免許を受けることがで

きる政令で定める者及び同条第二項の十九歳から大型自動車仮運転免許を受けることがで
きる政令で定める者は、次に掲げる者とする。 
一 自衛官 
二 大型自動車の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規

則で定めるところにより指定した課程により行うものを修了した者（第三十四条第十一項
各号に掲げる者を除く。） 

（十九歳から中型免許等を受けることができる者） 
第三十二条の八 法第八十八条第一項第一号の十九歳から中型自動車免許を受けることがで

きる政令で定める者及び同条第二項の十九歳から中型自動車仮運転免許を受けることがで
きる政令で定める者は、次に掲げる者とする。 
一 自衛官 
二 中型自動車の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規

則で定めるところにより指定した課程により行うものを修了した者（第三十四条第十一項
各号に掲げる者を除く。） 

（免許の拒否又は保留の基準） 
第三十三条 法第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する者についての同

項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 
一 法第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する場合（次号の場合を除

く。）には、運転免許（以下「免許」という。）を与えないものとする。 
二 六月以内に法第九十条第一項第一号から第二号までのいずれにも該当しないこととな

る見込みがある場合には、免許を保留するものとする。 
２ 法第九十条第一項第三号に該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次

に掲げるとおりとする。 
一 法第九十条第一項第三号に該当することを理由として同項ただし書の規定により免許

を保留された者が重ねて同号に該当した場合には、同条第八項の規定による命令に違反し
たことについてやむを得ない理由がある場合を除き、免許を与えないものとする。 

二 法第九十条第一項第三号に該当する場合（前号に該当する場合を除く。）には、免許を
保留するものとする。 
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第三十三条の二 法第九十条第一項第四号から第六号までのいずれかに該当する者について
の同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 
一 運転免許試験（以下「試験」という。）に合格した者（他免許等既得者（当該試験に係

る免許以外の免許を現に受けている者及び国際運転免許証等を現に所持している者をい
う。以下この条において同じ。）を除く。次号から第六号までにおいて同じ。）が一般違
反行為（自動車又は一般原動機付自転車（以下「自動車等」という。）の運転に関し法若
しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為で別表第二の一
の表の上欄に掲げるものをいう。以下同じ。）をした者で、次のいずれかに該当するもの
であるとき（次号に該当する場合を除く。）は、免許を与えないものとする。 
イ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じ

それぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日
から起算して五年を経過していない者 

ロ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じ
それぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日
から起算して四年を経過していない者 

ハ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じ
それぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日
から起算して三年を経過していない者 

ニ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じ
それぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日
から起算して二年を経過していない者 

ホ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じ
それぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日
から起算して一年を経過していない者 

二 試験に合格した者が法第九十条第一項ただし書若しくは第二項の規定による免許の拒
否、同条第五項若しくは第六項若しくは法第百三条第一項、第二項若しくは第四項の規定
による免許の取消し又は法第百七条の五第一項若しくは第二項の規定若しくは同条第九
項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転
の禁止を受けたことがある者（法第九十条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号、
法第百三条第一項第一号から第四号まで又は法第百七条の五第一項第一号に該当するこ
とを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。以下「免許取消歴等保有者」という。）
で、法第九十条第九項若しくは第十項若しくは法第百三条第七項若しくは第八項の規定若
しくは法第百七条の五第一項若しくは第二項の規定により指定され若しくは定められた
期間内又はこれに引き続く五年の期間内に一般違反行為をし、かつ、次のいずれかに該当
するものであるときは、免許を与えないものとする。 
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イ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じ
それぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一
般違反行為をした日から起算して五年を経過していない者 

ロ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じ
それぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日
から起算して四年を経過していない者 

ハ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じ
それぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日
から起算して三年を経過していない者 

三 試験に合格した者が一般違反行為をした者で、当該一般違反行為に係る累積点数が別表
第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当し
ており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して六月を経過していないものである
ときは、免許を保留することができるものとする。 

四 試験に合格した者が重大違反唆し等（法第九十条第一項第五号に規定する重大違反唆し
等をいう。以下同じ。）又は道路外致死傷（同項第六号に規定する道路外致死傷をいう。
以下同じ。）で同条第二項第五号に規定する行為以外のものをした者で、次のいずれかに
該当するものであるとき（次号に該当する場合を除く。）は、免許を与えないものとする。 
イ 当該行為が別表第四第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算し

て三年を経過していない者 
ロ 当該行為が別表第四第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算し

て二年を経過していない者 
ハ 当該行為が別表第四第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算し

て一年を経過していない者 
五 試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、第二号に規定する期間内に重大違反唆し等

又は道路外致死傷で法第九十条第二項第五号に規定する行為以外のものをし、かつ、次の
いずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。 
イ 当該行為が別表第四第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算し

て五年を経過していない者 
ロ 当該行為が別表第四第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算し

て四年を経過していない者 
ハ 当該行為が別表第四第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算し

て三年を経過していない者 
六 試験に合格した者が重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第九十条第二項第五号に規

定する行為以外のものをした者で、当該行為が別表第四第四号に掲げるものであり、かつ、
当該行為をした日から起算して六月を経過していないものであるときは、免許を保留する
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ことができるものとする。 
七 試験に合格した者（他免許等既得者に限る。次号において同じ。）が第三十八条第五項

第一号イ若しくはロ又は第四十条第一項第二号若しくは第三号の基準に該当する者であ
るときは、免許を与えないものとする。 

八 試験に合格した者が第三十八条第五項第二号イ若しくはロ又は第四十条第一項第四号
の基準に該当する者であるときは、免許を保留するものとする。 

２ 法第九十条第二項各号のいずれかに該当する者についての同項の政令で定める基準は、次
に掲げるとおりとする。 
一 試験に合格した者（他免許等既得者を除く。次号から第四号までにおいて同じ。）が特

定違反行為（別表第二の二の表の上欄に掲げる行為をいう。以下同じ。）をした者で、次
のいずれかに該当するものであるとき（次号に該当する場合を除く。）は、免許を与えな
いものとする。 
イ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じ

それぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日
から起算して十年を経過していない者 

ロ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じ
それぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日
から起算して九年を経過していない者 

ハ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じ
それぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日
から起算して八年を経過していない者 

ニ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じ
それぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日
から起算して七年を経過していない者 

ホ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じ
それぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日
から起算して六年を経過していない者 

ヘ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じ
それぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日
から起算して五年を経過していない者 

ト 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じ
それぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日
から起算して四年を経過していない者 

チ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に
掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して三年を経過
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していない者 
二 試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、前項第二号に規定する期間内に特定違反行

為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。 
イ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じ

それぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特
定違反行為をした日から起算して十年を経過していない者 

ロ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じ
それぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日
から起算して九年を経過していない者 

ハ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じ
それぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日
から起算して八年を経過していない者 

ニ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じ
それぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日
から起算して七年を経過していない者 

ホ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じ
それぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日
から起算して六年を経過していない者 

ヘ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に
掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して五年を経過
していない者 

三 試験に合格した者が法第九十条第二項第五号に規定する行為をした者で、次のいずれか
に該当するものであるとき（次号に該当する場合を除く。）は、免許を与えないものとす
る。 
イ 当該行為が別表第五第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算し

て八年を経過していない者 
ロ 当該行為が別表第五第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算し

て七年を経過していない者 
ハ 当該行為が別表第五第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算し

て六年を経過していない者 
ニ 当該行為が別表第五第四号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算し

て五年を経過していない者 
四 試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、前項第二号に規定する期間内に法第九十条

第二項第五号に規定する行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免
許を与えないものとする。 
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イ 当該行為が別表第五第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算し
て十年を経過していない者 

ロ 当該行為が別表第五第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算し
て九年を経過していない者 

ハ 当該行為が別表第五第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算し
て八年を経過していない者 

ニ 当該行為が別表第五第四号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算し
て七年を経過していない者 

五 試験に合格した者（他免許等既得者に限る。）が法第百三条第二項の規定により免許を
取り消すことができることとされている者又は法第百七条の五第二項の規定により自動
車等の運転を禁止することができることとされている者に該当するものであるときは、免
許を与えないものとする。 

３ 前二項に規定する累積点数とは、これらの規定により行おうとする処分の理由となる違反
行為（一般違反行為及び特定違反行為をいう。以下同じ。）及び当該違反行為をした日を起
算日とする過去三年以内におけるその他の違反行為（当該違反行為をした時において次の各
号のいずれかに該当していた者に係る当該各号に掲げる違反行為を除く。）のそれぞれにつ
いて別表第二に定めるところにより付した点数の合計をいう。 
一 免許を受けていた期間（免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条及び別表

第三において同じ。）が通算して一年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当た
る日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない者 当該期間前の違反行
為 

二 違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許
の取消し又は法第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百
三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたこと
があり、かつ、同条第七項の規定により指定され又は法第百七条の五第一項の規定により
定められた期間内に違反行為をしたことがない者 当該処分を受ける前の違反行為 

三 違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許
の効力の停止又は法第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する法
第百三条第四項の規定による六月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処
分を受けたことがあり、かつ、当該処分の期間内に違反行為をしたことがない者 当該処
分を受ける前の違反行為 

四 違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同
表の第五欄又は第六欄に掲げる点数に該当したことがあり、かつ、当該違反行為をした後
それぞれ二年又は一年の間に違反行為をしたことがない者（第一項第二号ロ若しくはハに
該当する者又は第二号に規定する免許の取消し若しくは六月を超える期間の自動車等の
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運転の禁止の処分を受けた者を除く。） 当該違反行為以前の違反行為 
五 違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同

表の第七欄に掲げる点数に該当したことがある者で、当該違反行為をした後六月の間に違
反行為をしたことがないか、又は当該期間内に免許を受けたことがあるもの（法第九十条
第五項の規定により当該免許の効力が停止されている者又は第三号に規定する処分を受
けた者を除く。） 当該違反行為以前の違反行為 

六 別表第二に定めるところにより付した点数が三点以下となる違反行為（以下この号にお
いて「軽微な違反行為」という。）をした者で、当該軽微な違反行為をした日において免
許を受けていた期間（過去三年以内のものに限る。）が通算して二年に達しており、かつ、
当該二年の期間の初日に当たる日から当該軽微な違反行為をするまでの間に違反行為を
したことがないもののうち、当該軽微な違反行為をした後免許を受けていた期間が通算し
て三月に達しており、かつ、当該三月に達した日までの間に違反行為をしたことがないも
の 当該軽微な違反行為 

七 法第百二条の二に規定する講習を受けたことがある者 軽微違反行為（法第百二条の二
に規定する軽微違反行為をいう。以下同じ。）で当該講習に係る法第百八条の三の二の規
定による通知の理由となつたもの及び当該軽微違反行為をする前の軽微違反行為 

４ 第一項第一号、第二号イからハまで及び第三号から第六号まで、第二項第一号から第四号
まで並びに前項第四号及び第五号の十年、九年、八年、七年、六年、五年、四年、三年、二
年、一年及び六月の期間（同項第四号の六月の期間を除く。）は、次の各号に掲げる者につ
いては、それぞれ当該各号に定める日から起算するものとする。 
一 免許を受けていた間に違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をした者

で、これらの行為をした後当該免許が失効したためこれらの行為をしたことを理由とする
法第百三条第一項、第二項又は第四項の規定による免許の取消し又は効力の停止を受けな
かつたもの 当該免許が失効した日 

二 免許を受けていた間に違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をした者
で、これらの行為をした後法第百三条第一項第一号から第四号までに該当することを理由
として同項若しくは同条第四項の規定により、又は法第百四条の二の二第一項、第二項若
しくは第四項、法第百四条の二の三第三項若しくは同条第五項において準用する法第百三
条第四項、法第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項若しくは法第百四条の四第
二項の規定により当該免許を取り消されたためこれらの行為をしたことを理由とする法
第百三条第一項、第二項又は第四項の規定による免許の取消し又は効力の停止を受けなか
つたもの 当該免許が取り消された日 

三 国際運転免許証等を所持していた間に違反行為をした者で、当該違反行為をした後当該
国際運転免許証等を所持する者でなくなつたため当該違反行為をしたことを理由とする
自動車等の運転の禁止を受けなかつたもの 当該国際運転免許証等を所持する者でなく
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なつた日 
第三十三条の二の二 法第九十条第一項第七号に該当する者についての同項ただし書の政令

で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 
一 法第九十条第一項第七号に該当することを理由として同項ただし書の規定により免許

を保留された者が当該保留の期間内に重ねて同号に該当した場合において、その者が法第
百二条第一項から第四項までの規定による命令に違反したと認めるとき又は同条第七項
の規定に違反して同条第六項の通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、当該命令
に応じないこと又は当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由があるとき
を除き、免許を与えないものとする。 

二 法第九十条第一項第七号に該当する場合（前号に該当する場合を除く。）には、免許を
保留するものとする。 

（免許の拒否又は保留の事由となる病気等） 
第三十三条の二の三 法第九十条第一項第一号イの政令で定める精神病は、統合失調症（自動

車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととな
るおそれがある症状を呈しないものを除く。）とする。 

２ 法第九十条第一項第一号ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。 
一 てんかん（発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害

がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。） 
二 再発性の失神（脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が

再発するおそれがあるものをいう。） 
三 無自覚性の低血糖症（人為的に血糖を調節することができるものを除く。） 

３ 法第九十条第一項第一号ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。 
一 そう鬱病（そう病及び鬱病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又

は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除
く。） 

二 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害 
三 前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作

のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気 
４ 法第九十条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるとおりとする。 

一 法第百十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号の罪に当たる行為（自動車等の運転
に関し行われたものに限る。） 

二 法第百十七条第一項又は第二項の罪に当たる行為（自動車等の運転に関し行われたもの
に限る。） 

三 別表第二の一の表に定める点数が六点以上である一般違反行為 
（仮運転免許の拒否の基準） 
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第三十三条の五の二 法第九十条第十三項の政令で定める基準は、同条第一項第一号に該当す
る場合において六月の間自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれ
かに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないと認められるときを除き、仮運
転免許を与えないものとすることとする。 
（大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者） 

第三十三条の五の三 法第九十条の二第一項第一号に定める講習を受ける必要がないものと
して政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
一 次のいずれかに該当する者 

イ 次の（１）から（３）までに掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該（１）か
ら（３）までに定める免許を現に受けている者 
（１） 大型自動車免許 中型自動車免許、準中型自動車免許、中型自動車第二種免許

又は普通自動車第二種免許 
（２） 中型自動車免許 準中型自動車免許又は普通自動車第二種免許 
（３） 準中型自動車免許 普通自動車第二種免許 

ロ 法第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書（同項後段に規定する技能検定員の書
面による証明が付されているものに限る。以下「卒業証明書」という。）であつて受け
ようとする免許に係るものを有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日か
ら起算して一年を経過していないもの 

ハ 受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項の規定による届
出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公
安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者 

ニ 法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者（以下「特定失効者」という。）
又は同項第五号に規定する特定取消処分者（以下「特定取消処分者」という。）で、次
の（１）又は（２）に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該（１）又は（２）
に定める免許を受けていたもの 
（１） 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許 大型自動車免許、中

型自動車免許、準中型自動車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又
は普通自動車第二種免許 

（２） 普通自動車免許 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通
自動車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免
許 

ホ 受けようとする免許を申請した日前六月以内に、次の（１）又は（２）に掲げる受け
ようとする免許の種類に応じ、当該（１）又は（２）に定める自動車に相当する種類の
自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国
等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算し
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て三月以上のもの 
（１） 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許 準中型自動車 
（２） 普通自動車免許 普通自動車 

二 次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、
当該免許に係る法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習を終了したもの 
イ 次の（１）又は（２）に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該（１）又は（２）

に定める免許を現に受けている者 
（１） 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許 普通自動車免許、大

型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許 
（２） 普通自動車免許 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許 

ロ 特定失効者又は特定取消処分者で、次の（１）又は（２）に掲げる受けようとする免
許の種類に応じ、当該（１）又は（２）に定める免許を受けていたもの 
（１） 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許 普通自動車免許、大

型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許 
（２） 普通自動車免許 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許 

ハ 受けようとする免許を申請した日前六月以内に、次の（１）又は（２）に掲げる受け
ようとする免許の種類に応じ、当該（１）又は（２）に定める自動車に相当する種類の
自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国
等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算し
て三月以上のもの 
（１） 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許 普通自動車又は普通

自動二輪車 
（２） 普通自動車免許 普通自動二輪車 

ニ 医師である者 
ホ 法令の規定による免許（医師免許を除く。）で応急救護処置に関係するものを受けて

いる者その他の応急救護処置に関しニに掲げる者に準ずる能力を有する者であつて、国
家公安委員会規則で定めるもの 

２ 法第九十条の二第一項第二号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める
者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
一 次のいずれかに該当する者 

イ 大型自動二輪車免許を受けようとする者で、普通自動二輪車免許を現に受けているも
の 

ロ 受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定
を受けた日から起算して一年を経過していないもの 

ハ 受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項の規定による届
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出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公
安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者 

ニ 特定失効者又は特定取消処分者で、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受
けていたもの 

ホ 受けようとする免許を申請した日前六月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自
動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等
の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して
三月以上のもの 

二 次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、
当該免許に係る法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習を終了したもの 
イ 普通自動車を運転することができる免許を現に受けている者 
ロ 特定失効者又は特定取消処分者で、普通自動車を運転することができる免許を受けて

いたもの 
ハ 受けようとする免許を申請した日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車

の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行
政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月
以上のもの 

ニ 前項第二号ニ又はホのいずれかに該当する者 
３ 法第九十条の二第一項第三号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める

者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
一 特定失効者又は特定取消処分者で、一般原動機付自転車を運転することができる免許を

受けていたもの 
二 原動機付自転車免許を申請した日前六月以内に一般原動機付自転車に相当する種類の

車両の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の
行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月
以上のもの 

三 原動機付自転車免許を申請した日前一年以内に法第百八条の二第一項第二号に掲げる
講習を終了した者 

４ 法第九十条の二第一項第四号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める
者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
一 次のいずれかに該当する者 

イ 次の（１）又は（２）に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該（１）又は（２）
に定める免許を現に受けている者 
（１） 大型自動車第二種免許 中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許 
（２） 中型自動車第二種免許 普通自動車第二種免許 
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ロ 受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定
を受けた日から起算して一年を経過していないもの 

ハ 受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項の規定による届
出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公
安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者 

ニ 特定失効者又は特定取消処分者で、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又
は普通自動車第二種免許を受けていたもの 

二 第一項第二号ニ又はホのいずれかに該当する者で、受けようとする免許を申請した日前
一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習を終了したもの 

（受験資格の特例） 
第三十四条 法第九十六条第二項の政令で定める者は、自衛隊の自動車の運転に関する教習を

行う施設において大型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。 
２ 法第九十六条第二項の政令で定める教習は、大型自動車の運転に必要な技能に関する教習

であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行う
ものとする。 

３ 法第九十六条第三項の政令で定める者は、第一項に規定する者及び同項に規定する施設に
おいて中型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。 

４ 法第九十六条第三項の政令で定める教習は、中型自動車の運転に必要な技能に関する教習
であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行う
ものとする。 

５ 法第九十六条第五項第一号の十九歳から牽（けん）引第二種免許以外の第二種運転免許の
試験を受けるための政令で定める教習は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で
行う法第八十五条第十一項に規定する旅客自動車（以下「旅客自動車」という。）の運転に
必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより
指定した課程により行うものとする。 

６ 法第九十六条第五項第一号の政令で定める経験は、次に掲げる経験とする。 
一 旅客自動車の運転者以外の乗務員として旅客自動車に二年以上乗務した経験 
二 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自

動車免許を受けた日以後において、自衛官として自衛隊用自動車（大型自動車、中型自動
車、準中型自動車、普通自動車及び大型特殊自動車に限る。）を二年以上運転した経験 

７ 法第九十六条第五項第一号の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通
自動車免許又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間が通算して一年以上で牽
（けん）引第二種免許以外の第二種運転免許の試験を受けるための政令で定める教習は、旅
客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で行う旅客自動車の運転に必要な技能に関す
る教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程によ
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り行うものとする。 
８ 法第九十六条第五項第二号の十九歳から牽（けん）引第二種免許の試験を受けるための政

令で定める教習は、法第七十五条の八の二第一項に規定する牽（けん）引自動車（以下「牽
（けん）引自動車」という。）によつて法第八十五条第十一項に規定する旅客用車両（以下
「旅客用車両」という。）を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽（けん）引
して行う当該牽（けん）引自動車の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国
家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。 

９ 法第九十六条第五項第二号の政令で定める経験は、次に掲げる経験とする。 
一 牽（けん）引自動車によつて旅客用車両を牽（けん）引する場合における牽（けん）引

自動車の運転者以外の乗務員として牽（けん）引自動車又は旅客用車両に二年以上乗務し
た経験 

二 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自
動車免許を受けた日以後において、自衛官として当該免許によつて運転することができる
自衛隊用自動車で牽（けん）引自動車であるものによつて重被牽（けん）引車を牽（けん）
引して牽（けん）引自動車を二年以上運転した経験 

１０ 法第九十六条第五項第二号の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普
通自動車免許又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間が通算して一年以上で
牽（けん）引第二種免許の試験を受けるための政令で定める教習は、牽（けん）引自動車に
よつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽（けん）引して行う
当該牽（けん）引自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委
員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。 

１１ 法第九十六条第五項第一号及び第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 
一 法第百二条の三に規定する基準該当若年運転者（以下「基準該当若年運転者」という。）

に該当したことがある者で、法第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習（以下「若年運
転者講習」という。）を終了していないもの（次号及び第三号に掲げる者を除く。） 

二 法第百二条の三に規定する特例取得免許（以下「特例取得免許」という。）の取消し（法
第百三条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものを除く。）を受けた者 

三 法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し（同条第一項第一号から第二号
までのいずれかに係るものに限る。）を受けたため、特例取得免許の取消し（同条第一項
第一号から第二号までのいずれかに係るものを除く。）を受けなかつた者 

１２ 法第九十六条第六項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 
一 準中型自動車免許を現に受けている者のうち、法第百四条の二の二第六項において準用

する法第百四条第一項の通知を受けた者で法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定
による当該準中型自動車免許の取消しを受けていないもの 

二 普通自動車免許を現に受けている者のうち、法第百四条の二の二第六項において準用す



 

 14/14 

る法第百四条第一項の通知を受けた者で法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定に
よる当該普通自動車免許の取消しを受けていないもの 

三 特例取得免許を現に受けている者のうち、法第百四条の二の四第六項において準用する
法第百四条第一項の通知を受けた者で法第百四条の二の四第一項、第二項又は第四項の規
定による当該特例取得免許の取消しを受けていないもの 

第三十四条の二 法第九十六条の二の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 
一 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許又は普通自動車免許の試験を受け

ようとする者で、次のいずれかに該当するもの 
イ 法第八十九条第三項後段に規定する書面を有する者で、受けようとする免許の種類に

応じそれぞれ大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許、準中型自動車仮運転免許
又は普通自動車仮運転免許を同項に規定する検査の時に受けており、かつ、当該検査を
受けた日から起算して一年を経過していないもの 

ロ 受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定
を受けた日から起算して一年を経過していないもの 

ハ 特定失効者又は特定取消処分者で、法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について
行う試験（以下「技能試験」という。）において使用される自動車を運転することがで
きる免許を受けていたもの 

ニ 技能試験において使用される自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等
の行政庁等の免許を有する者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けた後当該外国等に
滞在していた期間が通算して三月以上のもの 

ホ 受けようとする免許に係る技能試験について内閣府令で定める基準に達する成績を
得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの 

二 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許の試験を受け
ようとする者で、次のいずれかに該当するもの 
イ 技能試験において使用される自動車を運転することができる第一種運転免許を現に

受けている者 
ロ 受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定

を受けた日から起算して一年を経過していないもの 
ハ 特定失効者又は特定取消処分者で、技能試験において使用される自動車を運転するこ

とができる免許を受けていたもの 
ニ 受けようとする免許に係る技能試験について内閣府令で定める基準に達する成績を

得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの 
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道路交通法施行令 
発令    ：昭和35年10月11日政令第270号 
最終改正：令和7年6月20日号外政令第222号 
改正内容：令和7年6月20日号外政令第222号[令和7年6月20日] 
 

別表第二（第二十六条の七、第三十三条の二、第三十三条の二の三、第三十四条の三、第三十
六条、第三十七条の三、第三十七条の八、第三十七条の十、第三十九条の二の二、第四十一
条の三関係） 
一 一般違反行為に付する基礎点数 
 

一般違反行為の種別 点数 

無免許運転、酒気帯び運転（〇・二五以上）、過労運転等、
妨害運転（交通の危険のおそれ）又は共同危険行為等禁止
違反 

二十五点 

酒気帯び（〇・二五未満）速度超過（五十以上）等 十九点 

酒気帯び（〇・二五未満）速度超過（三十（高速四十）以
上五十未満）等 

十六点 

酒気帯び（〇・二五未満）速度超過（二十五以上三十（高
速四十）未満）等 

十五点 

酒気帯び（〇・二五未満）速度超過（二十五未満）等 十四点 

酒気帯び運転（〇・二五未満） 十三点 

大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反又は速度超過
（五十以上） 

十二点 

速度超過（三十（高速四十）以上五十未満）、積載物重量
制限超過（大型等十割以上）、携帯電話使用等（交通の危
険）、無車検運行又は無保険運行 

六点 

速度超過（二十五以上三十（高速四十）未満）、放置駐車
違反（駐停車禁止場所等）、積載物重量制限超過（大型等
五割以上十割未満）、積載物重量制限超過（普通等十割以
上）、携帯電話使用等（保持）又は保管場所法違反（道路
使用） 

三点 
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警察官現場指示違反、警察官通行禁止制限違反、信号無視、
通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、通行区分違反、歩
行者側方安全間隔不保持等、速度超過（二十以上二十五未
満）、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、高速自
動車国道等車間距離不保持、追越し違反、路面電車後方不
停止、踏切不停止等、遮断踏切立入り、優先道路通行車妨
害等、交差点安全進行義務違反、環状交差点通行車妨害等、
環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、徐行
場所違反、指定場所一時不停止等、駐停車違反（駐停車禁
止場所等）、放置駐車違反（駐車禁止場所等）、積載物重
量制限超過（大型等五割未満）、積載物重量制限超過（普
通等五割以上十割未満）、整備不良（制動装置等）、作動
状態記録装置不備、安全運転義務違反、幼児等通行妨害、
安全地帯徐行違反、騒音運転等、消音器不備、大型自動二
輪車等乗車方法違反、自動運行装置使用条件違反、高速自
動車国道等措置命令違反、本線車道横断等禁止違反、高速
自動車国道等運転者遵守事項違反、免許条件違反、番号標
表示義務違反又は保管場所法違反（長時間駐車） 

二点 

混雑緩和措置命令違反、通行許可条件違反、通行帯違反、
路線バス等優先通行帯違反、軌道敷内違反、速度超過（二
十未満）、道路外出右左折方法違反、道路外出右左折合図
車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更
禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進
妨害、割込み等、自動車等交差点右左折方法違反、交差点
右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、環状交差点左折
等方法違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、駐停車違
反（駐車禁止場所等）、交差点等進入禁止違反、無灯火、
減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴
義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、積載物重量制
限超過（普通等五割未満）、積載物大きさ制限超過、積載
方法制限超過、制限外許可条件違反、牽（けん）引違反、
原付牽（けん）引違反、整備不良（尾灯等）、転落等防止
措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全
不確認ドア開放等、停止措置義務違反、初心運転者等保護

一点 
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義務違反、座席ベルト装着義務違反、幼児用補助装置使用
義務違反、乗車用ヘルメット着用義務違反、初心運転者標
識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反、最低速度
違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、本線車
道出入方法違反、牽（けん）引自動車本線車道通行帯違反、
故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反 

二 特定違反行為に付する基礎点数 
 

特定違反行為の種別 点数 

運転殺人等又は危険運転致死等 六十二点 

運転傷害等（治療期間三月以上又は後遺障害）又は危
険運転致傷等（治療期間三月以上又は後遺障害） 

五十五点 

運転傷害等（治療期間三十日以上）又は危険運転致傷
等（治療期間三十日以上） 

五十一点 

運転傷害等（治療期間十五日以上）又は危険運転致傷
等（治療期間十五日以上） 

四十八点 

運転傷害等（治療期間十五日未満又は建造物損壊）又
は危険運転致傷等（治療期間十五日未満） 

四十五点 

酒酔い運転、麻薬等運転、妨害運転（著しい交通の危
険）又は救護義務違反 

三十五点 

三 違反行為に付する付加点数（交通事故の場合） 
 

交通事故の種別 交通事故が専
ら当該違反行
為をした者の
不注意によつ
て発生したも
のである場合
における点数 

中欄に規定す
る場合以外の
場合における
点数 

人の死亡に係る交通事故 二十点 十三点 

人の傷害に係る交通事故（他人を傷つけた 十三点 九点 
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ものに限る。以下この表において「傷害事
故」という。）のうち、当該傷害事故に係
る負傷者の負傷の治療に要する期間（当該
負傷者の数が二人以上である場合にあつて
は、これらの者のうち最も負傷の程度が重
い者の負傷の治療に要する期間とする。以
下この表において「治療期間」という。）
が三月以上であるもの又は後遺障害（当該
負傷者の負傷が治つたとき（その症状が固
定したときを含む。）における身体の障害
で国家公安委員会規則で定める程度のもの
をいう。以下この表において同じ。）が存
するもの 

傷害事故のうち、治療期間が三十日以上三
月未満であるもの（後遺障害が存するもの
を除く。） 

九点 六点 

傷害事故のうち、治療期間が十五日以上三
十日未満であるもの（後遺障害が存するも
のを除く。） 

六点 四点 

傷害事故のうち治療期間が十五日未満であ
るもの（後遺障害が存するものを除く。）
又は建造物の損壊に係る交通事故 

三点 二点 

備考 
一 違反行為に付する点数は、次に定めるところによる。 

１ 一の表又は二の表の上欄に掲げる違反行為の種別に応じ、これらの表の下欄に掲げ
る点数とする。この場合において、同時に二以上の種別の違反行為に当たるときは、
これらの違反行為の点数のうち最も高い点数（同じ点数のときは、その点数）による
ものとする。 

２ 当該違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合（二の１１９から１２８までに
規定する行為をした場合を除く。）には、次に定めるところによる。 
（イ） １による点数に、三の表の区分に応じ同表の中欄又は下欄に掲げる点数を加

えた点数とする。ただし、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るもので
あるときは、１による点数とする。 

（ロ） 法第百十七条の五第一項第一号の罪に当たる行為をしたときは、（イ）によ
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る点数に、五点を加えた点数とする。 
３ 二の１１９から１２８までに規定する行為をした場合において、法第百十七条の五

第一項第一号の罪に当たる行為をしたときは、１による点数に、五点を加えた点数と
する。 

二 一の表及び二の表の上欄に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。 
１ 「無免許運転」とは、法第六十四条第一項の規定に違反する行為をいう。 
２ 「酒気帯び運転（〇・二五以上）」とは、法第六十五条第一項の規定に違反する行

為のうち身体に血液一ミリリットルにつき〇・五ミリグラム以上又は呼気一リットル
につき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で運転する行為をいう。 

３ 「過労運転等」とは、法第六十六条の規定に違反する行為（１３０に規定する行為
を除く。）をいう。 

４ 「妨害運転（交通の危険のおそれ）」とは、法第百十七条の二の二第一項第八号の
罪に当たる行為をいう。 

５ 「共同危険行為等禁止違反」とは、法第六十八条の規定に違反する行為をいう。 
６ 「酒気帯び（〇・二五未満）速度超過（五十以上）等」とは、身体に第四十四条の

三に定める程度以上のアルコールを保有する状態（２に規定する状態を除く。）で運
転している場合における１１から１３までに規定する行為をいう。 

７ 「酒気帯び（〇・二五未満）速度超過（三十（高速四十）以上五十未満）等」とは、
６に規定する状態で運転している場合における１４から１８までに規定する行為を
いう。 

８ 「酒気帯び（〇・二五未満）速度超過（二十五以上三十（高速四十）未満）等」と
は、６に規定する状態で運転している場合における１９又は２１から２３までに規定
する行為をいう。 

９ 「酒気帯び（〇・二五未満）速度超過（二十五未満）等」とは、６に規定する状態
で運転している場合における２５から４７まで、４９から６４まで又は６６から１１
８までに規定する行為をいう。 

１０ 「酒気帯び運転（〇・二五未満）」とは、法第六十五条第一項の規定に違反する
行為のうち６に規定する状態で運転する行為（６から９までに規定する行為を除く。）
をいう。 

１１ 「大型自動車等無資格運転」とは、法第八十五条第五項から第十項までの規定に
違反する行為をいう。 

１２ 「仮免許運転違反」とは、法第八十七条第二項後段の規定に違反する行為をいう。 
１３ 「速度超過（五十以上）」とは、法第二十二条の規定によりこれを超える速度で

進行してはならないこととされている最高速度を超える速度で運転する行為（以下
「速度超過」という。）のうち、その超える速度が五十キロメートル毎時以上のもの
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をいう。 
１４ 「速度超過（三十（高速四十）以上五十未満）」とは、速度超過のうち、その超

える速度が三十キロメートル毎時（高速自動車国道等においては四十キロメートル毎
時）以上五十キロメートル毎時未満のものをいう。 

１５ 「積載物重量制限超過（大型等十割以上）」とは、法第五十七条第一項の規定に
違反して積載物の重量の制限を超える積載をして運転する行為（以下「積載物重量制
限超過」という。）のうち、その超える積載の割合が百パーセント以上のもの（大型
自動車等（法別表第二に規定する大型自動車等をいう。以下同じ。）を運転する場合
におけるものに限る。）をいう。 

１６ 「携帯電話使用等（交通の危険）」とは、法第七十一条第五号の五の規定に違反
する行為（同号の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた場合に
限る。）をいう。 

１７ 「無車検運行」とは、道路運送車両法第五十八条第一項の規定に違反する行為を
いう。 

１８ 「無保険運行」とは、自動車損害賠償保障法第五条の規定に違反する行為をいう。 
１９ 「速度超過（二十五以上三十（高速四十）未満）」とは、速度超過のうち、その

超える速度が二十五キロメートル毎時以上三十キロメートル毎時（高速自動車国道等
においては四十キロメートル毎時）未満のものをいう。 

２０ 「放置駐車違反（駐停車禁止場所等）」とは、法第四十四条第一項、第四十九条
の三第三項、第四十九条の四又は第七十五条の八第一項の規定の違反となるような行
為（法第四十九条の三第三項の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁
止場所（指定駐車場所を除く。）における行為に限り、法第四十九条の四の規定の違
反となるような行為については法定駐停車禁止場所における行為に限る。以下「駐停
車禁止場所等違反行為」という。）のうち、その行為が車両を離れて直ちに運転する
ことができない状態にする行為（以下「放置行為」という。）に該当するときのもの
又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。 

２１ 「積載物重量制限超過（大型等五割以上十割未満）」とは、積載物重量制限超過
のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のもの（大型
自動車等を運転する場合におけるものに限る。）をいう。 

２２ 「積載物重量制限超過（普通等十割以上）」とは、積載物重量制限超過のうち、
その超える積載の割合が百パーセント以上のもの（１５に規定する行為を除く。）を
いう。 

２３ 「携帯電話使用等（保持）」とは、法第七十一条第五号の五の規定に違反して同
号の無線通話装置を同号の通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車
に持ち込まれた同号の画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視
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する行為（１６に規定する場合を除く。）をいう。 
２４ 「保管場所法違反（道路使用）」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律

（昭和三十七年法律第百四十五号）第十一条第一項の規定に違反する行為をいう。 
２５ 「警察官現場指示違反」とは、法第四条第一項後段に規定する警察官の現場にお

ける指示に従わない行為をいう。 
２６ 「警察官通行禁止制限違反」とは、法第六条第四項の規定による警察官の禁止又

は制限に従わない行為をいう。 
２７ 「信号無視」とは、法第七条の規定の違反となるような行為をいう。 
２８ 「通行禁止違反」とは、法第八条第一項の規定の違反となるような行為をいう。 
２９ 「歩行者用道路徐行違反」とは、法第九条の規定の違反となるような行為をいう。 
３０ 「通行区分違反」とは、法第十七条第一項から第四項まで又は第六項の規定の違

反となるような行為をいう。 
３１ 「歩行者側方安全間隔不保持等」とは、法第十八条第二項の規定の違反となるよ

うな行為をいう。 
３２ 「速度超過（二十以上二十五未満）」とは、速度超過のうち、その超える速度が

二十キロメートル毎時以上二十五キロメートル毎時未満のものをいう。 
３３ 「急ブレーキ禁止違反」とは、法第二十四条の規定に違反する行為をいう。 
３４ 「法定横断等禁止違反」とは、法第二十五条の二第一項の規定の違反となるよう

な行為をいう。 
３５ 「高速自動車国道等車間距離不保持」とは、法第二十六条の規定の違反となるよ

うな行為（高速自動車国道等におけるものに限る。）をいう。 
３６ 「追越し違反」とは、法第二十八条から第三十条までの規定の違反となるような

行為をいう。 
３７ 「路面電車後方不停止」とは、法第三十一条の規定の違反となるような行為をい

う。 
３８ 「踏切不停止等」とは、法第三十三条第一項の規定の違反となるような行為をい

う。 
３９ 「遮断踏切立入り」とは、法第三十三条第二項の規定の違反となるような行為を

いう。 
４０ 「優先道路通行車妨害等」とは、法第三十六条第二項又は第三項の規定の違反と

なるような行為をいう。 
４１ 「交差点安全進行義務違反」とは、法第三十六条第四項の規定の違反となるよう

な行為をいう。 
４２ 「環状交差点通行車妨害等」とは、法第三十七条の二第一項又は第二項の規定の

違反となるような行為をいう。 
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４３ 「環状交差点安全進行義務違反」とは、法第三十七条の二第三項の規定の違反と
なるような行為をいう。 

４４ 「横断歩行者等妨害等」とは、法第三十八条又は第三十八条の二の規定の違反と
なるような行為をいう。 

４５ 「徐行場所違反」とは、法第四十二条の規定の違反となるような行為をいう。 
４６ 「指定場所一時不停止等」とは、法第四十三条の規定の違反となるような行為を

いう。 
４７ 「駐停車違反（駐停車禁止場所等）」とは、駐停車禁止場所等違反行為のうち、

２０に規定する行為以外のものをいう。 
４８ 「放置駐車違反（駐車禁止場所等）」とは、法第四十五条第一項若しくは第二項、

第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項又は第四十九
条の四の規定の違反となるような行為（法第四十九条の三第三項又は第四十九条の四
の規定の違反となるような行為については、駐停車禁止場所等違反行為に該当するも
のを除く。）のうち、その行為が放置行為に該当するときのもの又はその行為をした
場合において放置行為をしたときのものをいう。 

４９ 「積載物重量制限超過（大型等五割未満）」とは、積載物重量制限超過のうち、
その超える積載の割合が五十パーセント未満のもの（大型自動車等を運転する場合に
おけるものに限る。）をいう。 

５０ 「積載物重量制限超過（普通等五割以上十割未満）」とは、積載物重量制限超過
のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のもの（２１
に規定する行為を除く。）をいう。 

５１ 「整備不良（制動装置等）」とは、法第六十二条の規定に違反する行為（制動装
置、かじ取装置、走行装置、自動運行装置又は騒音防止装置に係るものに限る。）を
いう。 

５２ 「作動状態記録装置不備」とは、法第六十三条の二の二第一項の規定に違反する
行為をいう。 

５３ 「安全運転義務違反」とは、法第七十条の規定に違反する行為をいう。 
５４ 「幼児等通行妨害」とは、法第七十一条第二号又は第二号の三の規定に違反する

行為をいう。 
５５ 「安全地帯徐行違反」とは、法第七十一条第三号の規定に違反する行為をいう。 
５６ 「騒音運転等」とは、法第七十一条第五号の三の規定に違反する行為をいう。 
５７ 「消音器不備」とは、法第七十一条の二の規定に違反する行為をいう。 
５８ 「大型自動二輪車等乗車方法違反」とは、法第七十一条の四第四項から第七項ま

での規定に違反する行為をいう。 
５９ 「自動運行装置使用条件違反」とは、法第七十一条の四の二第一項の規定に違反
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する行為をいう。 
６０ 「高速自動車国道等措置命令違反」とは、法第七十五条の三の規定による警察官

の禁止、制限又は命令に従わない行為をいう。 
６１ 「本線車道横断等禁止違反」とは、法第七十五条の五の規定の違反となるような

行為をいう。 
６２ 「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」とは、法第七十五条の十の規定に違反

する行為（本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線にお
いて当該自動車を運転することができなくなつた場合又は当該自動車に積載してい
る物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた場合に限る。）をいう。 

６３ 「免許条件違反」とは、法第九十一条若しくは第九十一条の二第二項の規定によ
り公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は法第百七条の四第三項の
規定による公安委員会の命令に違反して運転する行為をいう。 

６４ 「番号標表示義務違反」とは、道路運送車両法第十九条又は第七十三条第一項（同
法第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反する行為をい
う。 

６５ 「保管場所法違反（長時間駐車）」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法
律第十一条第二項の規定に違反する行為をいう。 

６６ 「混雑緩和措置命令違反」とは、法第六条第二項の規定による警察官の禁止、制
限又は命令に従わない行為をいう。 

６７ 「通行許可条件違反」とは、法第八条第五項の規定により警察署長が付した条件
に違反する行為をいう。 

６８ 「通行帯違反」とは、法第二十条の規定の違反となるような行為をいう。 
６９ 「路線バス等優先通行帯違反」とは、法第二十条の二第一項の規定の違反となる

ような行為をいう。 
７０ 「軌道敷内違反」とは、法第二十一条の規定の違反となるような行為をいう。 
７１ 「速度超過（二十未満）」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十キロメ

ートル毎時未満のものをいう。 
７２ 「道路外出右左折方法違反」とは、法第二十五条第一項又は第二項の規定の違反

となるような行為をいう。 
７３ 「道路外出右左折合図車妨害」とは、法第二十五条第三項の規定の違反となるよ

うな行為をいう。 
７４ 「指定横断等禁止違反」とは、法第二十五条の二第二項の規定の違反となるよう

な行為をいう。 
７５ 「車間距離不保持」とは、法第二十六条の規定の違反となるような行為（３５に

規定する行為を除く。）をいう。 
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７６ 「進路変更禁止違反」とは、法第二十六条の二第二項又は第三項の規定の違反と
なるような行為をいう。 

７７ 「追い付かれた車両の義務違反」とは、法第二十七条の規定の違反となるような
行為をいう。 

７８ 「乗合自動車発進妨害」とは、法第三十一条の二の規定の違反となるような行為
をいう。 

７９ 「割込み等」とは、法第三十二条の規定の違反となるような行為をいう。 
８０ 「自動車等交差点右左折方法違反」とは、法第三十四条第一項、第二項、第四項

又は第五項の規定の違反となるような行為をいう。 
８１ 「交差点右左折等合図車妨害」とは、法第三十四条第六項（法第三十五条第二項

において準用する場合を含む。）の規定の違反となるような行為をいう。 
８２ 「指定通行区分違反」とは、法第三十五条第一項の規定の違反となるような行為

をいう。 
８３ 「環状交差点左折等方法違反」とは、法第三十五条の二の規定の違反となるよう

な行為をいう。 
８４ 「交差点優先車妨害」とは、法第三十六条第一項又は第三十七条の規定の違反と

なるような行為をいう。 
８５ 「緊急車妨害等」とは、法第四十条又は第四十一条の二第一項若しくは第二項の

規定の違反となるような行為をいう。 
８６ 「駐停車違反（駐車禁止場所等）」とは、法第四十五条第一項若しくは第二項、

第四十七条、第四十八条、第四十九条の三第二項から第四項まで、第四十九条の四又
は第四十九条の五後段の規定の違反となるような行為（法第四十九条の三第三項又は
第四十九条の四の規定の違反となるような行為については、駐停車禁止場所等違反行
為に該当するものを除く。）のうち、４８に規定する行為以外のものをいう。 

８７ 「交差点等進入禁止違反」とは、法第五十条の規定の違反となるような行為をい
う。 

８８ 「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。 
８９ 「減光等義務違反」とは、法第五十二条第二項の規定に違反する行為をいう。 
９０ 「合図不履行」とは、法第五十三条第一項又は第二項の規定に違反する行為をい

う。 
９１ 「合図制限違反」とは、法第五十三条第四項の規定に違反する行為をいう。 
９２ 「警音器吹鳴義務違反」とは、法第五十四条第一項の規定に違反する行為をいう。 
９３ 「乗車積載方法違反」とは、法第五十五条第一項又は第二項の規定に違反する行

為をいう。 
９４ 「定員外乗車」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して乗車をさせて運転す
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る行為をいう。 
９５ 「積載物重量制限超過（普通等五割未満）」とは、積載物重量制限超過のうち、

その超える積載の割合が五十パーセント未満のもの（４９に規定する行為を除く。）
をいう。 

９６ 「積載物大きさ制限超過」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の
大きさの制限を超える積載をして運転する行為をいう。 

９７ 「積載方法制限超過」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の積載
の方法の制限を超える積載をして運転する行為をいう。 

９８ 「制限外許可条件違反」とは、法第五十八条第三項の規定により警察署長が付し
た条件に違反する行為をいう。 

９９ 「牽（けん）引違反」とは、法第五十九条第一項又は第二項の規定に違反する行
為をいう。 

１００ 「原付牽（けん）引違反」とは、法第六十条の規定に基づく公安委員会の定め
に違反する行為をいう。 

１０１ 「整備不良（尾灯等）」とは、法第六十二条の規定に違反する行為（５１に規
定する行為を除く。）をいう。 

１０２ 「転落等防止措置義務違反」とは、法第七十一条第四号の規定に違反する行為
をいう。 

１０３ 「転落積載物等危険防止措置義務違反」とは、法第七十一条第四号の二の規定
に違反する行為をいう。 

１０４ 「安全不確認ドア開放等」とは、法第七十一条第四号の三の規定に違反する行
為をいう。 

１０５ 「停止措置義務違反」とは、法第七十一条第五号の規定に違反する行為をいう。 
１０６ 「初心運転者等保護義務違反」とは、法第七十一条第五号の四の規定に違反す

る行為をいう。 
１０７ 「座席ベルト装着義務違反」とは、法第七十一条の三第一項の規定に違反する

行為又は同条第二項の規定に違反する行為（座席ベルトを装着しない者を運転者席の
横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転する行為については、高速自
動車国道等におけるものに限る。）をいう。 

１０８ 「幼児用補助装置使用義務違反」とは、法第七十一条の三第三項の規定に違反
する行為をいう。 

１０９ 「乗車用ヘルメット着用義務違反」とは、法第七十一条の四第一項又は第二項
の規定に違反する行為をいう。 

１１０ 「初心運転者標識表示義務違反」とは、法第七十一条の五第一項又は第二項の
規定に違反する行為をいう。 
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１１１ 「聴覚障害者標識表示義務違反」とは、法第七十一条の六第一項又は第二項の
規定に違反する行為をいう。 

１１２ 「最低速度違反」とは、法第七十五条の四の規定の違反となるような行為をい
う。 

１１３ 「本線車道通行車妨害」とは、法第七十五条の六第一項の規定の違反となるよ
うな行為をいう。 

１１４ 「本線車道緊急車妨害」とは、法第七十五条の六第二項の規定の違反となるよ
うな行為をいう。 

１１５ 「本線車道出入方法違反」とは、法第七十五条の七の規定の違反となるような
行為をいう。 

１１６ 「牽（けん）引自動車本線車道通行帯違反」とは、法第七十五条の八の二第二
項から第四項までの規定の違反となるような行為をいう。 

１１７ 「故障車両表示義務違反」とは、法第七十五条の十一第一項の規定に違反する
行為をいう。 

１１８ 「仮免許練習標識表示義務違反」とは、法第八十七条第三項の規定に違反する
行為をいう。 

１１９ 「運転殺人等」とは、自動車等の運転により人を死亡させ又は建造物を損壊さ
せる行為で故意（人の傷害に係るものを含む。）によるもの（建造物を損壊させる行
為にあつては、当該行為によつて人が死亡した場合に限る。）をいう。 

１２０ 「危険運転致死等」とは、人の死亡に係る自動車の運転により人を死傷させる
行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為（自動車等の運転
に関し行われたものに限る。以下この表において同じ。）をいう。 

１２１ 「運転傷害等（治療期間三月以上又は後遺障害）」とは、自動車等の運転によ
り人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意（人の殺害に係るものを含む。以
下この表において同じ。）によるもの（建造物を損壊させる行為にあつては、当該行
為によつて人が負傷した場合に限る。１２３及び１２５において同じ。）のうち、負
傷者の治療期間（負傷の治療に要する期間（負傷者の数が二人以上である場合にあつ
ては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間）をいう。
以下同じ。）が三月以上であるもの又は負傷者に後遺障害（負傷が治つたとき（その
症状が固定したときを含む。）における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程
度のものをいう。以下同じ。）が存するものをいう。 

１２２ 「危険運転致傷等（治療期間三月以上又は後遺障害）」とは、人の傷害（治療
期間が三月以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。）に係る自動車の運転
により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当た
る行為をいう。 
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１２３ 「運転傷害等（治療期間三十日以上）」とは、自動車等の運転により人を負傷
させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、負傷者の治療期間が三十
日以上三月未満であるもの（負傷者に後遺障害が存するものを除く。）をいう。 

１２４ 「危険運転致傷等（治療期間三十日以上）」とは、人の傷害（治療期間が三十
日以上三月未満であるもの（後遺障害が存するものを除く。）に限る。）に係る自動
車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの
罪に当たる行為をいう。 

１２５ 「運転傷害等（治療期間十五日以上）」とは、自動車等の運転により人を負傷
させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、負傷者の治療期間が十五
日以上三十日未満であるもの（負傷者に後遺障害が存するものを除く。）をいう。 

１２６ 「危険運転致傷等（治療期間十五日以上）」とは、人の傷害（治療期間が十五
日以上三十日未満であるもの（後遺障害が存するものを除く。）に限る。）に係る自
動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条まで
の罪に当たる行為をいう。 

１２７ 「運転傷害等（治療期間十五日未満又は建造物損壊）」とは、自動車等の運転
により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、１２１、
１２３及び１２５に規定する行為以外のものをいう。 

１２８ 「危険運転致傷等（治療期間十五日未満）」とは、人の傷害（治療期間が十五
日未満であるもの（後遺障害が存するものを除く。）に限る。）に係る自動車の運転
により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当た
る行為をいう。 

１２９ 「酒酔い運転」とは、法第百十七条の二第一項第一号の罪に当たる行為（自動
車等の運転に関し行われたものに限る。）をいう。 

１３０ 「麻薬等運転」とは、法第百十七条の二第一項第三号の罪に当たる行為（自動
車等の運転に関し行われたものに限る。）をいう。 

１３１ 「妨害運転（著しい交通の危険）」とは、法第百十七条の二第一項第四号の罪
に当たる行為（自動車等の運転に関し行われたものに限る。）をいう。 

１３２ 「救護義務違反」とは、法第百十七条第一項又は第二項の罪に当たる行為（自
動車等の運転に関し行われたものに限る。）をいう。 


